
※�社協会費の納入は、直接社協事務局へお届けいただくか、“大阪南農協太子支店 ”から、備え付けの専用振込用紙（手
数料無料）にてご協力をお願い致します。
※取り扱い口座
　大阪南農協　太子支店　普通　№９７３７３８３　　（福）太子町社会福祉協議会　会長　田中一勲（タナカカズノリ）

　社会福祉協議会（社協）は、地域住民の皆様と一緒に住みよい町づくりを目指して活動する民間の団体です。行
政からの補助金や受託金、共同募金配分金、皆さまからいただく寄付金などを主な財源として事業を推進しており
ますが、補助金などによる収入にも限界があり、さらなる活動の活性化をはかるために自主財源の確保が急務となっ
ています。
　本年度につきましても、『社協一般賛助会員』（一口５００円）を、各地区福祉委員会を通じましてご協力のお願
いにお伺いいたしますので、皆様のご理解とご協力よろしくお願い申し上げます。また、更に社協活動にご賛同い
ただける方々を対象に『社協特別賛助会員』（一口５０００円以上）をあわせて募集させていただいておりますので、
ご協力よろしくお願い致します。
　ご協力いただいた一般賛助会費の半額は、各地区福祉委員会の活動費として、もう半額は社協のボランティア関
係事業の財源として、特別賛助会費につきましては、全額社協の福祉活動の財源としてそれぞれ活用されています。

▲�ふれあい広場開催時に駐車場として使用して
いる福祉センター南側の土地を購入しました

▲ふれあい広場で初めての絵手紙体験
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毎年７月は“社協会員募集”の月です
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　平成30年６月に理事会及び評議員会が開催され、平成29年度
事業報告及び決算報告について審議され、何れも原案どおり承認
されました。
　また、平成30年度事業計画及び予算については、３月に開催
されました理事会及び評議員会にてそれぞれ承認されました。

平成30年度　事　業　計　画
３．ボランティア活動の推進

①ボランティアグループリーダー連絡会の開催
②ボランティア活動保険の加入促進
③ボランティア登録 ･斡旋の円滑化
④�ボランティアグループ活動への支援及び活動助成金の
交付
⑤ボランティア養成講座 ･研修会の開催
⑥手話通訳者養成講座の実施
⑦『ふれあいフリーマーケット』の開催
⑧府社協ボランティア連絡会事業への参加 ･協力
⑨ボランティア活動に関する情報提供
⑩�ボランティア情報紙『ボランティアだより』の発行（1
回 /年）
⑪�被災地支援ボランティア活動の推進及び継続的な活動
の実施
　・災害支援ボランティア登録の推進
　・災害ボランティア情報メールの配信
⑫次世代ボランティアの育成
⑬�有償ボランティア活動（生活支援）への取り組みの推
進と他団体との連携強化

４．相談援助業務の充実と強化
①心配ごと相談事業の実施
②�コミュニティソーシャルワーカー（CSW）による総
合生活相談援助業務の実施
③成年後見人制度利用への相談 ･支援の実施
④福祉サービス苦情相談の受付業務の実施

５．大阪府生活福祉資金の貸付事業
　低所得者、失業者、高齢者及び障がい者の世帯を対象
にした資金貸付窓口業務
　・福祉資金
　・教育支援資金
　・総合支援資金
　・不動産担保型生活資金
　・小口生活資金

６．生活困窮者世帯への支援の実施
①�『愛の小箱』（独自事業）運営による生活困窮者及び
低所得者福祉対策の実施
②年末年始レスキュー太子事業の実施
③�子育て連携支援員による生活困窮世帯への生活相談及
び学習支援事業の実施

７．日常生活自立支援事業の運営
①住み慣れた街での在宅生活支援
②�利用者の立場に立ち、信頼関係を大切にした対応と支
援
③�事故 ･トラブル等の予防対策の整備と事務の透明性の
確保

１．社協組織の強化と財源基盤の強化
①三役会 ･理事会の開催
②評議員会の開催
③監査の実施
④その他諸会議の開催
⑤役員研修会の実施及び各種研修会への参加
⑥保健 ･福祉 ･医療関係機関 ･団体との連携の強化
⑦�社協会員の加入促進（一般賛助会員 ･特別賛助会員 ･
組織構成会員）
⑧�自主財源の確保（郵便切手類販売 ･自動販売機設置な
ど）
⑨広報 ･啓発活動の推進
　・社協広報紙『ふれあい』の発行（３回／年）
　・�ホームページの運営、情報発信ツールとして
facebook の活用

　・法人情報の公開（ホームページに掲載）
　・『ふれあい広場』の開催
⑩�適正な事業運営と事務の透明性の確保及び財政規律の
強化
⑪�社会福祉法人としてのコンプライアンス（法令遵守）
の徹底

２．地域福祉事業の推進
①地区福祉委員会活動の充実と運営の強化
　・委員会の開催
　・各種研修会の実施
　・地区ふれあい広場及び世代間交流事業の実施
②小地域ネットワーク活動の推進
　・いきいきサロン活動の推進
　・いきいきサロン代表者連絡会及び研修会の開催
　・見守り友愛訪問活動の推進
　・子育て支援活動の推進
③地域福祉活動計画に沿った取り組みの推進
④地域包括ケアシステム構築の推進
　・�地域づくり協議体（SASAE�愛�太子）への取り組
みの推進

⑤�コミュニティソーシャルワーカー（CSW）による地
域支援の推進
⑥車イス移動車（ふれあい号）貸出し事業の実施
⑦�町と連携した移動・外出支援事業に関する取り組みの
推進
⑧�町と連携した『地域づくりからの支え合い勉強会』へ
の取り組みの推進
⑨地域の防災減災に関する取り組みの推進
⑩防災訓練等への参加・協力
⑪敬老ご長寿お祝い金事業の実施（90歳 ･100歳）
⑫施設連絡会による地域貢献事業の推進
⑬福祉教育（学習）に関する取り組みの推進
⑭安心 ･安全ウォーキング事業の推進

平成29年度事業報告及び決算報告並びに
平成30年度事業計画及び予算が
承認されました！
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　・日常生活自立支援事業
②大阪府共同募金会受託事業
　・太子町共同募金会事務局業務
③太子町受託事業
　・総合福祉センター指定管理者業務
　・生活支援コーディネーター配置事業
　・高齢者生きがい支援事業（お達者サロン）
　・�高齢者介護予防健康管理事業（地域リハビリテー
ション活動）

　・�子育て連携支援員による生活困窮世帯への生活及び
学習支援等事業

　・ふれあい農園事業
　・配食事業（「食」の自立支援事業）
　・手話通訳者養成講座事業
　・太子町老人クラブ連合会（和光会）事務局業務
　・太子町身体障害者福祉協議会事務局業務
　・太子町母子寡婦福祉会事務局業務
　・太子町手をつなぐ親の会事務局業務
　・太子町遺族会事務局業務
　・太子町生きがい人材センター事務局業務

８．善意銀行事業
①善意で寄せられた寄付金及び物品の適正な管理
②住民活動に還元できる効果的な運用の実施

９．町共同募金会事務局の運営
①赤い羽根共同募金運動の実施（10月１日～）
②歳末たすけあい運動の実施（12月１日～）
③適正な運営と事務の透明性の確保

10. 福祉と人権に関する取り組みの推進
①�社会的な援護を要する人々へのソーシャルインクルー
ジョン（社会的包容）に関する取り組みの推進
②�社会による排除 ･摩擦や社会からの孤立等の人権問題
に関する研修会への参加
③個人情報の適切な取り扱い
④太子町人権協会への参画

11. 受託事業の適正な運営と事務局業務の実施
①大阪府社協受託事業
　・大阪府生活福祉資金申請窓口業務

平成30年度予算 及び 平成２９年度決算

※予算書・決算書諸表はホームページにてご覧いただけます。

太子町社会福祉協議会理事及び評議員で一部役員が交代されました
　区長や団体代表者等の交代により、太子町社会福祉協議会役員（理事・評議員）で一部交代がありましたの
で、下記の通りお知らせします。尚、任期は理事及び評議員のそれぞれ残任期間となります。

新たに就任された方 退任された方
理　事　金谷和美氏（山田地区福祉委員会） 理　事　関本幸男氏（山田地区福祉委員会）
理　事　土井武久氏（春日地区福祉委員会） 理　事　奥埜雅偉氏（太子町健康福祉部）
理　事　澤田　清氏（太子地区福祉委員会） 評議員　川端健高氏　（区長会）
理　事　横田　勝氏（太子町健康福祉部） 評議員　仲村清治氏　（区長会）
評議員　岡本　治氏（区長会） 評議員　小路六津子氏（ボランティアグループあじさい会）
評議員　関本芳孝氏（区長会） 新たに就任いただきました8名の理事及び評議員の方々よ

ろしくお願いいたします。退任されました5名の理事及び
評議員の方々長い間ありがとうございました。

評議員　藤谷修一氏（区長会）
評議員　麻野明子氏（ボランティアグループあじさい会）

収　　入 平成30年度予算 平成２９年度決算 支　　出 平成30年度予算 平成２９年度決算
会費収入 2,210,000 2,226,700 人件費支出 56,245,000 52,788,507
寄付金収入 500,000 588,750 事業費支出 19,907,000 21,108,626
経常経費補助金収入 44,129,000 41,154,297 事務費支出 1,146,000 2,195,622
受託金収入 34,065,000 34,364,850 貸付事業等支出 300,000 340,000
貸付事業等収入 300,000 293,000 助成金支出 3,878,000 3,556,282
負担金収入 96,000 135,000 負担金支出 250,000 245,200
受取利息配当金収入 80,000 113,146 返還金支出 0 1,005,212
その他の収入 1,030,000 1,035,604 施設整備等による支出 2,865,000 8,166,659
施設整備等による収入 0 0 その他の活動による支出 2,035,000 1,707,240
その他の活動による収入 2,550,000 10,153,000 予備費 200,000 0

前期末支払資金残高 23,682,000 23,749,025 当期末支払資金残高 21,816,000 22,700,024
計 108,642,000 113,813,372 計 108,642,000 113,813,372

（単位：円）
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社 会 福 会議協祉 二 ュ ー ス

　平成30年４月14日（土）町立総合福祉センターにおい
て、毎年恒例の“社協ふれあい広場”が開催されました。

　当日は早朝より天候に恵まれ、各地区福祉委員会やボ
ランティアグループ、福祉団体の方々のご協力により出
店された模擬店は、小さな子どもからお年寄りの方まで、
たくさんのお客さんで賑わい、あちらこちらで“ふれあ
いの輪”が広がりました。

　ふれあい広場の開催にあたりましてご協力いただきま
した皆様、ありがとうございました。

市環境施設組合の舞洲工場でごみの焼却施設と粗大ごみ
の破砕設備が併設された、最大限の余熱利用も行ってい
る公害防止ごみ処理場を見学しました。
　午前午後と丸一日の研修でしたが、役員同士の交流の
機会にもなり、大変有意義な研修会となりました。

ロジェクトやその歴史について学びました。
　滋賀県民の琵琶湖環境に対する意識の高さに触れるこ
とができ、日々の生活やボランティア活動への大切なヒ
ントをいただいた有意義な社会見学となりました。

バリアフリー2018 & ごみ処理場を見学 !

資源循環型の地域づくりについて学びました！

▶ お 知 ら せ ◀

～�社協役員（理事・監事・評議員）管外研修会�～

～�登録ボランティア社会見学�～

　４月19日（木）、社協役員（理事・監事・評議員）管
外研修会を実施しました。
　午前中は、大阪南港のインテックス大阪で３日間だ
け開催された“バリアフリー2018”を見学しました。
360以上の企業や団体が最新の福祉機器や福祉車両、
車いす、リハビリ機器、介護ベッド、入浴機器、福祉・
介護用品が一堂に展示してあり、実際に見て触れて体
験もできる高齢者・障がい者の快適な生活を提案する
西日本最大級の総合福祉展で、企業や団体の各ブース
を熱心に見学されていました。
　また午後からは、舞洲にある大阪市・八尾市・松原

　平成30年３月７日（水）太子町ボランティアセンター
主催の社会見学が実施され、48名のボランティアが参
加しました。
　今回は、滋賀県東近江市にある『あいとうエコプラ
ザ菜の花館』という資源循環型の地域づくりを行う施
設の見学を行いました。 
　菜の花館では、昭和50年代の琵琶湖の赤潮問題を機
に廃食油を回収して石鹸を作る活動がはじまったこと
や、地域の方々が休耕田を利用し栽培した菜の花から
菜種油を生成・販売し、その絞りかすを肥料にしてリ
サイクルする活動など、地域の特性を活かしたエコプ

　太子町立総合福祉センターの南側隣接地（多目的広場）3,395㎡の土地を長年、借地として使用していましたが、
貸借契約の期間満了に伴い理事会及び評議員会でその土地購入について協議を行った結果、購入することに決定し、
３月末日付で社協の基本財産として登記が完了しました。今後も福祉センター事業を行う活動拠点として、グラン
ドゴルフやスカイクロス、ふれあい農園事業など多目的広場として引き続き利用していただけます。

毎年恒例の「ふれあい広場」が開催されました
～�社協ふれあい広場�～
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平成30年度 手話通訳者養成講座 受講生を募集します
　社会福祉協議会では、講座を受講される方に聴覚障がい者への正しい理解と交流活動を促進するために必要な知
識と、手話技術に関する内容を学んでいただき、聴覚障がい者の社会生活における円滑なコミュニケーション支援
の担い手となっていただくことを期待し手話通訳者養成講座を開講します。
◎�受講を希望される方は、総合福祉センター内、太子町社会福祉協議会事務局
（☎98-1311）までお申し込みください。
◎各講座とも定員になり次第募集を締め切らせていただきます。
◎テキスト代等は自己負担となります。
◎国民の祝日、お盆、年末年始等は休講となります。
◎講座で使用する部屋は都合により変更される場合があります。

開　講　講　座 定　員 時間・場所

入門講座
７月２７日（金）から　毎週金曜日（全１０回） １０名

１４：００～１５：００
観光交流センター
２階　会議室３

初級講座（入門講座から引き続き受講できます）
１０月５日（金）から　毎週金曜日（全２０回） １０名

１４：００～１５：００
観光交流センター
２階　会議室３

上級講座
７月２７日（金）から　毎週金曜日（全３０回） １０名

１５：３０～１６：３０
観光交流センター
２階　会議室３

開　講　講　座 定　員 時間・場所

入門講座（夜の部）
７月２４日（火）から　毎週火曜日（全１０回） ６名

１９：３０～２０：３０
観光交流センター
２階　会議室２・３

初級講座（夜の部）（入門講座から引き続き受講できます）
１０月１６日（火）から　毎週火曜日（全２０回） ６名

１９：３０～２０：３０
観光交流センター
２階　会議室２・３

中級講座（夜の部）
７月２７日（金）から　毎週金曜日（全３０回） ６名

１９：３０～２０：３０
観光交流センター
２階　会議室２・３

上級講座（夜の部・火曜コース）
７月２４日（火）から　毎週火曜日（全３０回） ６名

１９：３０～２０：３０
観光交流センター
２階　会議室２・３

上級講座（夜の部・金曜コース）
７月２７日（金）から　毎週金曜日（全３０回） ６名

１９：３０～２０：３０
観光交流センター
２階　会議室２・３

寄付者芳名 金　額 寄付者芳名 金　額 寄付者芳名 金　額
岸　村　博　次 １０，０００ 武　田　定　幸 １０，０００ 市　橋　平三郎 １０，０００
田　中　敏　夫 １０，０００ 以　倉　　　新 １０，０００ 浅　野　佐太郎 ３０，０００
林　　　英　子 １０，０００ 山　田　泰　宏 １０，０００ 川　合　　　進 １０，０００
竹　島　淳　子 ５，０００ 今　川　博　之 １０，０００ 匿　　　　　名 １１，０００
山　崎　みつ子 １０，０００ 岩　井　見　江 １０，０００ 匿　　　　　名 １０，０００
仲　川　惠　造 １０，０００ 中　尾　貞　子 １０，０００ 匿　　　　　名 １７，９４７
𠮷　田　勝　一 １０，０００ 阪　上　光　善 ２０，０００ 匿　　　　　名 １０，０００
今　川　昇　治 １０，０００ 三　浦　冨美子 １０，０００ 匿　　　　　名 １０，０００
梅　川　　　巧 １０，０００ 東　上　洋一郎 １０，０００ （順不同・敬称略）

〔 昼の部 〕

〔 夜の部 〕

平成30年１月～５月までに間に、社協へご寄付いただきました皆様
（単位：円）
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詳しいことは、太子町社会福祉協議会事務局
（☎98-1311）までお気軽にお問い合わせください。

あなたの暮らしを守るサービスです

〜日
にち
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〜
（旧：地域福祉権利擁護事業）

　日常生活自立支援事業というむずかしい名前ですが、認知症、知
的障がい、精神障がいなどにより判断能力が不十分な方が、地域で
自立した生活が送れるよう、福祉サービスの利用手続きの援助や代
行、日常的な金銭管理などの支援を社会福祉協議会が行います。

・�福祉のサービスが利用できない（福祉サービス利用に必要な手続
きを行います）
・�お金のやりとりに自信がない（福祉サービ
スの利用料を支払う手続きを行ったり、年
金の振込みを確認したりします）
・�通帳の管理が心配（通帳や大切な書類をお
預かりします）

　７月１日～９月30日まで、大阪府社会福祉協議会と各市町村の社会福祉協
議会の共催による“ボランティア体験プログラム”が実施されます。
　今年度も、太子町ボランティアセンターのほか、町内の社会福祉施設やＮＰ
Ｏ法人の活動やイベントなど、様々なボランティア活動を体験できます。
　この機会にボランティア活動を通して、たくさんの人と
出会い、自分の世界を広げてみませんか？
　詳しくは、大阪府ボランティア市民活動センターホーム
ページでご確認ください。（右のQRコードからスマート
フォンやタブレットからアクセスできます。）

ボランティア体験プログラムの参加者を募集中です！

　太子町社会福祉協議会では、太子町役場各課
と協働で、住民主体の地域づくりからの支え合
いを広げるため、町会・自治会の方々を対象に
勉強会を開催しています。
　今年度は『防災』をテーマとして、災害への
備えと地域防災活動について、災害時に一人で
避難することが難しい人を支援する制度（避難
行動要支援者支援制度）についての説明や、も
しも自分の身近で災害が起こったらどう行動し
たらいいのか？地域の要支援者の支え合いマッ
プづくり等のワークショップを交えながら、地
域の皆さんと一緒に勉強会をすすめていきます。
　今後も、町会・自治会の方々と日程調整させ
ていただき、順次勉強会を計画して参りますの
で、皆様のご参加をお待ちしております。

《お申し込み・お問い合わせ》
　社会福祉協議会　☎98－1311
　役場高齢介護課　☎98－5538

地域づくりからの支え合い
勉強会がスタートしています！

美野の里（特別養護老人ホーム・デイサービスセンター・ケアハウス）
すずの音（介護老人保健施設）・ふくの音（地域密着型特別養護老人ホーム）
つばき作業所（生活介護事業所）・四天王寺太子学園（障害福祉施設）
科長の郷（障害者支援施設）・松の木保育園・やわらぎ保育園
太子町社会福祉協議会（ボランティアセンター）
サニーサイドスタンダード（子どもの居場所づくり）　　　　　　　順不同

太子町内の協力施設・団体

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

社協は “ 誰もが安心して暮らせる福祉の
まちづくり ” をめざしています。

“ふれあい”第108号をお届けします。
　太子町社福祉協議会に、福祉に関することでご意見がありましたら、どんなことでも結構です。

“ 皆様の声をお寄せ下さい ”　　　TEL　98−1311　　FAX　98−2111

編 集 後 記

•相 談 員　民生児童委員・主任児童委員�
社会福祉協議会職員

•相談時間　午後₁時30分～₃時
•場　　所　太子町役場1階相談室

心配ごと相談
•相 談 日
　毎月10・25日
　　　但し、土曜日の場合前日
　　　日曜日の場合翌日（ ）
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